
平
成
十
八
年
十
一
月
九
日
提
出

質

問

第

一

四

六

号

非
核
三
原
則
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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非
核
三
原
則
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
二
五
号
）
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
現
下
の
国
際
情
勢
を
踏
ま
え
、
閣
僚
が
核
保
有
を
巡
る
議
論
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
か
。

二

政
府
は
、
現
下
の
国
際
情
勢
を
踏
ま
え
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
が
核
保
有
を
巡
る
議
論
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
考
え
る

か
。

三

政
府
は
、
現
下
の
国
際
情
勢
を
踏
ま
え
、
民
間
の
有
識
者
が
核
保
有
を
巡
る
議
論
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。


